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は じめに

長い伝統と豊かな文化､そして幅広い分野の最先端技術を有する我が国は、

知的財産をその強みとして世界のリーダーシップを取って行くべきである。

とりわけ、我が国が高い競争力を有し、世界にアピールすべき分野において

知的財産の果たす役割は大きい。資源制約を抱える世界に解決策を与える我

が国の環境エネルギー技術、健康や防災を支える安心・安全技術、更には日

本の魅力を伝えるソフトパワーについて、知的財産としての価値を最大化す

ることで、世界市場を獲得し、あるいは技術サービス貿易を拡大し、世界の

成長を日本に取り込んでいくことが重要である。

我が国は、今ｔＩのグローバル・ネットワークの構築により急速に情報化が

進む中、「知」を基盤とした社会への転換は道半ばであり、知の活用の余地は

大きく残されている｡加えて､新興国の台頭､世界のエネルギー事情の変化、

少子高齢化の急速な進展など、今日の国際社会の変容に伴い様々な課題が発

生している。しかしながら、我が国が産業競争力を維持・向上し、国際社会

における確固たる地位を占め続けるためには、こうした社会の変化をむしろ

好機ととらえるべきである。科･学技術や文化などの幅広い分野において国民

が豊かな創造性を発揮し、その成果を我が国の産業の発展や生活の向上につ

なげる優れた経済・社会システムが求められており、その要として知的財産

制度を構築する必要がある。

我が国においては、こうした要請に応える知的財産制度の‘構築を進めると

ともに、知の担い手となる創造性と戦略性を持った人財や社会風土を育んで

いくことが求められている。加えて、社会のグローバル化、フラット化、オ

ープン化により国境のない経済活動が加速する中、その土台となる国際知的

財産システムを、我が国が知財先進国としてイニシアチブを取って購築して

いく必要がある。折しも、ＴＰＰをはじめとする経済連携協定への参加を通

じ、世界の新たな経済秩序の構築に参画していくことが国の強い意志として

示されている今日、知的財産分野の取組はその規範となるべきである。

これまでの１０年の急激な変化を鑑みれば、今後１０年間においても様女

なパラダイムの変化や、今日では予想もつかない技術やアイデアが多く生ま

れるであろう。今一度現状を真正面から捉え、これまでの延長線上ではない

新たな議論を行うとともに、状況変化に応じて常に新しい視点を取り入れて

機敏に対応しながら今後の知的財潅政策を組み立てていかなくてはならない。

’

（１）これまでの知的財産政策の総括

我が国は、２００２年に総理大臣自ら知的財産立国を宣言して以降、知的

財産基本法の施行や５０本以上の関連法の改正、全閣僚出席の知的財産本部

の設置など、省庁横断の体制を構築して重要な政策課題に取り組んできた。

従来の知的財産政策は、知的財産の創造・保護。活用から成る「知的創造

サイクル｣をコンテンツ強化や人財育成とともに政策の柱と位置付けてきた。

知的創造サイクルの強化の観点からは、大学における知的財産本部の設置

を通じた産学連携の強化、知財分野専門の紛争処理体制である知的財産高等

裁判所の設立、任期付審査官の大量採用による特許審査期間の短縮化などに

取り組んできた。また､我が国は模倣品･海賊版対策の強化を目的とする「偽

造品の取引の防止に関する協定」（ＡＣＴＡ）をＧ８サミットで提唱し、かつ

最初の締約国になっている。さらに、コンテンツ産業の発展に向け、放送番

組の電子配信を加速化する映像コンテンツ権利処理機構(弓Rn,a)、日本コンテ

ンツの海外展開を支援するＡＮＥＷ（株式会社AllNipponEntertainment

Works)及び札幌コンテンツ特区におけるロケ誘致などを推進する札幌映像機

構が設立された。また、専門職大学院の設置等による知的財産専門人財の育

成強化が行われた。

このように、１０年間の我が国の取組を通じ、知的財産分野において多く

の進捗が見られた一方で、中国をはじめとした新興国各国のプレゼンスの向

上、中小・ベンチャー企業まで含めたビジネスのグローバル化、コンテンツ

メデイアの多様化など、知的財産政策の前提となる社会情勢は急激に変容し

ている。今後の知的財産政策の再構築に際しては、これまでの知的財産政策

の一部については更なる踏み込みが必要であること：ある・いは方針の再検討

が必要であることも含めて検討を行う必要がある。

（２）産業に閏する情勢認識

デジタル・ネットワーク技術の導入や経済のグローバル化により、世界の

産業構造やビジネスモデルは根本から様変わりしている。今日高い競争力を

有する多くの企業は、従来の事業モデルの「改善」だけでなく、事業モデル

そのものを創造・転換する「イノベーション」を競争力の源泉としている。

そうしたイノベーションを促進するためには、今日のオープン化された知的

活動環境を活用し、世界中の多くの主体により創造された価値を取り込んで

事業に繋げていくことが重要である。

また、「世界市場」という言葉が指す意味も変化している。所得層の高い一

部の国々ではなく、あらゆる国、あらゆる所得者層を検討の対象としてビジ

ネスを促進するとともに、我が国独自の伝統や文化に根ざしたソフトパワー

２



を展開し、あるいは逆に海外から人や技術を取り込んでいく必要がある。

こうしたグローバルな事業環境に対応するためには、企業は自らの事業に

即した戦略的な知財マネジメントを椛築し、知的財産を最大限活用しながら

事業活動を推進していく必要がある｡単純な知的財産の権利化だけではなく、

秘匿化による知的財産の独占や、標準化による市場の拡大、調達コストの削

減など、知財マネジメントには幅広い選択肢が存在している。今や、経済の

グローバル化の波は大企業のみならず、中小・ベンチャー企業まであまねく

広がっているが、一方で、大企業などとの既存の関係に基づく下請け業務の

みに依存している企業も少なからず存在している。中小・ベンチャー企業が

一個の自立した経営主体として自らの経営戦略を組み立て、その中に知的財

産マネジメントを位置づけることが必要である。

（３）知的財産制度に関する1情勢認識

事業において知的財産権が果たす役割は様変わりしている。例えば、特許

制度導入当初は、製品を少数特許で排他的に独占するビジネスモデルを想定

していたが、多数の特許が使われている製品の増加によりその前提は崩れて

いる。また、元来著作権制度において想定していたコンテンツ産業の産業生

態系は著しく変化し、コンテンツ流通におけるコンテンツ、サービス、デバ

イスの関係は、放送番組、放送局、テレビ受像機といった分野別垂直統合的

なモデルから、種々のコンテンツが様々な経路を経て多様なデバイスへ提供

される分野横断的水平融合的なモデルへと変容している。ネットワークを介

したクラウドコンピューティングや、３次元プリンターなどを活用したデジ

タルファブリケーションなどに見られる様に、ものづくりとコンテンツが分

野横断的に複雑に絡み合う今日の産業構造に対応し、多種多様な知財マネジ

メントを支える知的財産制度が求められていると言えよう。

グローバル経済ではビジネスや創造活動における地理的・時間的な制約が

無くなる一方で、知的財産制度は各国毎に設計され、また多くの知的財産権

は各国毎に設定されている。このような状況の中で、各国政府間で、自国の

国際競争力強化の観点から、如何に自国の制度をユーザーフレンドリーに、

またイノベーションを喚起するものとするかという知的財産分野の「制度間

競争」が起きていることを認識する必要がある。また、コンテンツ分野につ

いては、世界市場の拡大とともに各国政府による取組強化がなされている一

方、我が国の市場や政策予算が横ばい・減少傾向にあることに鑑み、一層の

取組の強化が望まれている。

我が国の知的財産政策の検討に際しては、国内の法的整合性に留まること

なく、競争力強化の観点からも検証し、制度整備を進めていくことが望まれ

６

る。また、産業財産権と著作権、国際標準化と知的財･産権といった知的財産

政策における従来の政策分野の分類法を越えるとともに、科学技術政紫や文

化政策、ＩＴ政策との融合を図りながら、知的財産政策の検討を行うべきで

ある。

（４）今後１０年を見据えた取組

産業および知的財産政策の情勢認識を踏まえ､本知的財産政策ビジョンは、

以下の４点を柱に据えて展開していく。特にコンテンツ関連の施策について

は、国全体が意織を共有し、実効的な政策を強力に推進していくため、「コン

テンツ創造立国」を宣言することにより、我が国が一体となってコンテンツ

産業の国際競争力の強化を志向していく。

なお、現時点で今後１ｏ年間を見据えた長期ビジョンとして以下の取組を

進めるとともに、今後起こるであろう様々な状況変化による新たな政策ニー

ズについては、本ビジョンに基づく毎年の行動計画である知的財産推進計面

に取り込むとともに、必要に応じてビジョンそのものの見直しを検討し、継

続的に政策を点検していく｡

①産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築

我が国企業がグローバルな事業活動を円滑に行えるよう、既に先進的な知

財制度を有する各国とも協洲しながら、新興国における厩の問い知財･制度の

構築を促していく必要がある。一方で、一部の知財先進国は、企業が市場と

して関心を有する新興国の知的財産制度を、自国の制度に融和させる方策を

検討している。我が国としても、引き続き先進国間の協調関係においてイニ

シアチブを発揮しつつも、今後の市場としての重要性に鑑みて新興国に重点

的に働きかけ、自らの知的財産制度を新測剰など各国が準拠するスタンダー

ドとすることにより、日本企業が海外進出先においてより一隅親和性の高い

事業環境の中で、知財戦略を実行できる様にすることが重要である。．

またその前提として、我が国の知財制度自体を、国内外企業にとり高い魅

力を持ち、ユーザーやイノベーション投資を呼び込むことの出来るような、

国際的求心力の高い制度とする必要がある。こうした知財制度の簸適化およ

びグローバル展開なしには、逆に我が国の産業や技術|＃|発が「空洞化」しか

ねないという危機感を持つべきである。

さらに、我が国の企業によるグローバルな事業を支えるため、事業戦略的

な知財マネジメントを構築・実践するグローバル知財人財として、日本のみ

ならず世界から優れた人財が集まる環境を整備し、育成・活用に取り組む。

４

町
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②中小・ベンチャー企業の知財マネジメント強化支援

中小・ベンチャー企業は、革新的な技術の創造の担い手として、また地域

経済の担い手として我が国の産業競争力の源泉をなす存在であり、その事業

活動の活性化は日本経済の成長と発展のために必要不可欠である。

中小・ベンチャー企業の経営戦略において、自らが保有する優れた知的財

産を有効活用する知財マネジメントは、経済のグローバル化に対応する意味

でも重要である。一方、資金やノウハウ、人財隻の不足などにより、今日の事

業環境において競争力を確保していく上で必須である知的財産のマネジメン

トが、こうした企業で必ずしも適切に行われていない状況である。

政府としては、中小・ベンチャー企業に知財マネジメントの重要性を啓発

するとともに、各企業の個々の状況に応じたきめ細かな支援を行い、知財活

動を行うための様々な障害を取り除くことが求められている。中小・ベンチ

ャー企業の知財活動に対するインセンティブの強化や、知財の取得から海外

展開、知財の活用までを一気通貰で支援する体制の整備などに取組む。

③デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備

この数年、多様な表示デバイス、クラウドネットワーク、ソーシャルサー

ビスといったメディアの刷新が起こるとともに、スマートテレビの様な新し

い市場が生み出されている。コンテンツ自体の利用方法も多様化している。

コンテンツ自体のプラットフォーム化、すなわち利用の都度クラウド上のコ

ンテンツにアクセスする形態などが生まれており、それに伴い新たなビジネ

スモデルが構築されている,、またクリエーターが作成するコンテンツのみな

らず、ユーザーが作成するものや、教育コンテンツ、更には公共セクターが

保有する公共データ、ビッグデータに含まれるコンテンツにまでその範囲を

広げるとともに、コンテンツが活用される場面も、教育・医療・電子商取引

にまで多岐にわたるなど、従来の文芸やエンターテインメントに止まらない

広がりや変容を見せている。

しかしながら、クラウドコンピューティングの進展を背景とした、コンテ

ンツ産業の流通プラットフォーム構築のグローバル競争において、我が国は

他国に後れを取っており、今後世界最間水準のプラットフォームを見据えた

取組を強化する必要がある。また中小・ベンチャー企業の割合が高いコンテ

ンツ産業の市場拡大に向けた環境醸成が求められている。

ビッグデータの活用の進展により大勉の情報が産業の各般で利用され、機

械間のコンテンツの流通量が急激に拡大している。かかる状況においては、

コンテンツ政策が産業競争力と直結することから、その検討にあたっては関

連産業全体を見通した視点が不可欠となっている｡新しい礁業の創出を促し、

５

■

文化の発展を続けるためには、権利者と利用者の利害対立の構造を超えた柔

軟な制度設計により、コンテンツの活用と再生産につながるサイクルを生み

出す必要がある。

④コンテンツを中心としたソフトパワーの強化

クールジヤパンという言葉に代表されるように､知的財産としてのマンガ、

アニメ、ゲームといったコンテンツに止まらず、我が国独自の文化としての

ファッション、食、伝統芸能・工芸、観光などまで含めて、世界における我

が国への共感が広がっている。こうしたソフトパワーを経済成長につなげる

ために、各分野の連携を図りつつ、コンテンツやデザインを生み出す文化の

力とものづくりの力を組み合わせた総合力を活用して、海外市場を取り込む

ことが重要である。

まず、海外に向けてメディアやイベントでの情報発信を強化する「アウト

バウンド」の取組が重要であり、海外展開を一層重視し、ターゲット国。地

域に売り込むために手当すべき制度的対応や分野横断的連携、中小・ベンチ

ャー企業の活用などを戦略的に推進する必要がある。

次に、海外から日本に人や技術を積極的に取り込む本場を形成して新たな

消費を生み出すとともに、産業や文化を更に発展させる「インバウンド」の

取組も重要であり、日本ファンを更に大きく増やすことで、日本ブランドの

海外展開にも寄与し、好循環を生み出す。

さらに、我が国のコンテンツの知的財産権を保護・育成する観点から、国

内外の模倣品・海賊版対策を強化するとともに、コンテンツ創造のための人

財育成を進めることが必要である。

６
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１１．具体的な施簸

、ド成2‘|ｲド度に、次の施策を爽施

１．公批データ禰用〃州巡

①公共デー〃浦川ニーズの把仙Ｉ

②デー〃拠仙方法評に係る課題の鵬即、険討

③鴎|州サービスの１１M発

２．公共データ活用’)ための蝋境'卿Ｎｉ

①公共データ活用のために必奨なルール等の鞭附

各１１Ｗ↑におけるデータ公|ﾙ111Ｗ)群作椛0)取扱い､.｢'1用条件､機械からのアクセスルール、ｉ

ｌ:'1川什と促供汁の尚舵分ｌ１'(ﾉ)ｲ|§り方、維微傭+H"'収扱いc')ｲﾄり:ｊ蒜について、､FIlIWfO)利：
他|'|;とげ利審のｌｉﾘ'ﾉ>保泌こ｜分配意しつつ､公共デーク酒川のた")に必災なルール蝉鐸

惟伽する。

②デークカクｉＩグの幣伽

③データｊｌｸ式・Ｉ&造嫌の腺弘化')州巡搾
の脆供機関支援蝉について0.》検討

2005.12

,

l
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第８．デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備

1．コンテンツ産業を巡る生態系変化への対応

【現状】

・クラウドネットワークやソーシャルサービスといったメディアの変革に

伴い、コンfテンツの範囲がクリエーターが創出する文芸やエンターテイ

メントのみならず、ユーザーが作成したユーザー・ジェネレイテッド・

コンテンツや、教育コンテンツ、更には公共セクターが保有する公共デ

ータ、ビッグデータに含まれるコンテンツにまで広がっており、新たな

産業の創出・拡大が期待されている。

5１

６０出典：経産省ＨＰ（2010年度クール・ジャパン戦略推進半業、メディア．コンテンツ分叫における戦

略撒築及び他分野への波及効果訓煮（調査報告普（晶終））（2011年5j120u）

I;'111典:電子行政オーブンデータ戦略(平成24年７月･ｌｕ澗度勝報通備ネットワーク社会推進戦略木部決

定）hLLp://WWW､kanLei､go､jp/jp/singi/iL2/den馬I1igyoUs唾i･I1tml
５０

2．コンテンツ政策のプライオリティの向上

【現状】

・日本のコンテンツ市場は、世界に比べて横ばい・縮小傾向が続き、関連

予猟も減少傾向にある。

○電子行政オープンデータ戦略の慨要（抜枠）Ｍ

１・基本的方向性

く基本原則＞

一政府自ら積極的に公共データを公開すること

－機械判読可能な形式で公開すること

－営利I_I的、非鴬利側的を問わず活用を促進すること

－敗組可能な公共データから速やかに公|M1弊の具体的な取級に耕手し､成果を賊実に縛馴Ｉ
していくこと

映像ﾉ育豪１１飲像１１出版｜Ｉ“ケ員ム

○UGC（UserGene1･atedContent）を巡る動き慨

【課題】

・クラウドネットワーク、ソーシャルサービスといったメディアの進展と

ともに、ＵＧＣ（us〔､,．G《‘Iiur刺しｃ《I(､ｕｌｌＬｕＩＩＬ）を始めとしてコンテンツの範囲が

拡大するなど、コンテンツの概念が変化してきており、コンテンツの創

造や活用促進のための関連制度、制度の対象範囲などが実態とそぐわな

い面が出ている。
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【取り組むべき施策】

・クラウドネットワーク、ソーシャルサービスといったメディアの進展、

ユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツの拡大などを踏まえ、インタ

ーネットを活用したユーザーが作り出す新たなコンテンツの創造と自由

な利用の．促進を図る観点から、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

といったパブリックライセンスの．普及などについて検討を行い、非営利

目的での利川のみならず産業利川も含めたコンテンツ利用の促進に必要

な措腫を識じる。（文部科学省）

・瞳子行政オープンデータ戦略において公共データの広範な二次利用を促

進する観点から、公的機関が保有する公共データに関して、ビジネスや

教育を含む公共サービスにおける利用促進のための統一的なルールなど

の維盤整備について検討を行い、必要な措慨を戒じる。（内閣官房）



＜聯国のコンテン ツ市場＞ii1（2005-2009〕

○国内外市場規摸等の関連データ

へIlL界ひ)コンテンツ市場＞唾
〔２０１０１+裳迩２〔bllff～”壷希手潟）

(参考１）Ｈ本のコンテンツ市場（2006-2011）（コンテンツ別内訳）'愚
動画、ゲームが横ぽい蚊向、腎楽・青声、静止画・テキストが微減傾向・

勤両のメディアでは、パッケージソブI､が減少傾向におる一方で、ネットワーク配備、フイーチヤーフオン配ｉ
信が増加顔向，

音曜・音声')メディアでは、パッケージソフト、カラオケ、ラジオ放送・閲辿サービスが減少傾向。
ゲームのメディアでは、パッケージソフト、アーケードケームオペレーションが減少傾向にある一方で、オ；

ンラインゲーム運営サービス、フィーチャーフォン向けゲームが珊加傾向・
静止画・テキストのメディアでは、書篇、桧誌、ブリーペーバー・ブリーマガジン、新|M1が減少帆向。

“

＜Ｈ水のコンテンツパブ場＞（2006-2011】
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【粋）コンザンツのメデｆγ内議

劇画：パッケージソフト、拳ツトワーーク麺言．プィー･チキープ乳･ン配信、熱画興行、テレビ故送・膿趣サーピズ．ステージ入塔料

所粟・青声：パンケージゾプト．インターネブト配侭、フィー千ヤーフォン配信、カラオケ．ヱンサート入/M;｢料．ラジ牙挫送・間連サービス：

ゲーム：バツf'--ジソーァト､９１．ﾝラィンヶーム運意サーピメ､ﾌ.《一チャーフ才ン向けゲーム、アーク'一ドゲームｵぺﾚー ｼｮﾝ
脆止向・司.キスト：井策．＄毒E、フリー･ベー､パー・ブリーマガジン唾新聞、パッケー･ジソブ}.、インター＊シト侭信、インターネプト広告、フィー｜

チヘ･-．フヤン起信．モバイル広告

（参考２）Ｈ本のコンテンツの海外展開状況（200‘1-2010）“

Ｉ映画翰出合着I金額】

世界のコンテンツ市場は、

年平均5.7％の伸び

日本のコンテンツ市場は、１２～

１３兆円で横ばい･緒小

150

100
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１両川典：デジタルコンテンツ白書２０１２

１澗州典：映画怖州合計金額映連、

データ出典:地上テレビ番組輸出金額情報通信政策研究所｢メディア・ソフトの制作及び流通の実態」

５３

６２データ出典：総務省資料

：;．企て2010年の平均為替レート（ｌ米ドル＝SRO9Iリ財傍宵劉易統計より）で換算
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5Ｆ

，（１）新しい産業の創出環境の形成に向けた制度整備
【現状】

５４

クラウドサービスやメディア変換といった新たなサービス形態の発生に

伴い、新たな産業の創出・拡大が期待されているが、当該サービスと蒋
作権法などとの関係が問題になっている。

:○国内外のコンテンツ関連予算の推移

：※日本のコンテンツ関辿予算は、近年2010年度３１０億Iﾘ、２０１１年度2‘1イ億円、２０１２(ド度２１８

億円と減少似向・にある。

（なお、２００９年喚の11本のコンテンツ間巡･Iう節は、捕疋･『'算約４３５億円が|染せされている。
（2012年度は、別途コンテンツの海外展|川諒の促進に関する柿！”算170億Iﾘを決定済｡)）

韓国のコンテンツ閲巡予算は、ｉ１１換算で2009年220億|ﾘ、２０１０年258億円、２０１１年262億

円と増加傾向にあり、２０１１年にはロ本の予算額を上回っている。

＜日本のコンテンツ関連予算＞（2004-2012）
§(億円）

（２）クリエーターへの適切な対価還元に向けた制度整備

【現状】
ノーＩ

・著作権法上、政令で規定されたデジタノレ方式の録音・録画機器及び記録
媒体を用いて私的な録音・録画を行う寺は|;､当な額の補俄金を著作権者

3．コンテンツ産業の市場拡大に向けた環境醸成

以下の各施策の取組に当たっては、新しい産業の創出環境の形成やクリ

エーターへの適切な対価還元の確,保などを図るため、権利者と利用者の利

害対立といった構造を越えた全体的な制度設計の構築が必要である。

【取り組むべき施策】

・著作物の公正な利用と著作物の適切な保護を調和させ、新しい産業と文

化の発展を続けるため、クラウドサービスやメディア変換サービスとい

った新たな産業の創出や拡大を促進する全体的な法的環境の整備を図る

ため、著作権の権利制限規定の見直しや円滑なライセンシング体制の構

築などの制度の在り方について検討を行い、必要な階侭を識じる。（文部

科学省）

Ｏクラウドサービスやメディア愛換の概要

クラウドサーピス

２００４２００５２００６２００７２００８２００９２０１０２０１１２０１２パゲ……“…癖”、、”認殉翻

メディア変換

リリ！

可Ｐ■ Ｌ

VHS等の磁気テープやディスクに保存さ

れた記録をＢＤ／DVD槌器やパソコンで

見るためには､データを別の媒体に移す
必要がある。

、〃鍵’
w，』{鋤、ロ

サーバー群窒大なデータを外部

醍
醐

号８００

§７００

i６００

;５００

ｉ４００

ｉ３００

ｉ２００

;l００

ｉＯ

一
一

■
■
且コンヒュ－

せて処理。

Ｉ雄）仏術的（

ん〆'て１，‘

宙となる‘

･勤函ファイル

･圃像ﾌｧｲﾙ
･文智ロァイル

･メール

･ｱﾌ゚ﾘｹーｼｮﾝ
･ＯＳ蜂

【課題】

．新しい産業の創出・拡大に資するクラウドサービスやメディア変換など

の促進に向け、私的複製に事業者が関与する場合などの権利制限規定の

見直しや、事業の実施に向けた円滑なライセンシング体制の榊築など、

必要な制度の在り方について検討が必要。

【課題】

・コンテンツ市場、コンテンツ関連予算の現状を踏まえ、効果的な予算の

執行の必要が高まっている。

【取り組むべき施策】

・消費財産業や観光産業など他の産業への波及効果が大きく、魅力的なコ

ンテンツを通じて日本のプレゼンスの向上に大きく寄与するコンテン

ツ産業に対して、資源配分の重点化と政策資源の充実を図る°（内閣官

房）

＜韓国のコンテンツ関連予算＞

（2002-2011）
日本の関連予算は、
近年減少傾向

】
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近年増加傾向
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（※）２００８年度は２００８ｆｆｌ２Ｈから2009年３刈末までの爽絞

くTBSオンデマンド＞耐

2010年２月時点：３０９タイトル・’’153木

２０１１年２月時点：４８７タイトル・2,001木

２０１２年２月時点：７００タイトル・３．６２２本

に支払わなければならないこととされている。録音・録画機器などの範

囲を政令で定めるに当たっては、録音・録画機器などの普及の状況や利

用実態、著作権保護技術の有無・程度などについて検討されてきている

が、現在、私的な録音・録画の際に利用されている機器の一部は現行政

令規定上の対象外となっている。なお、当該補償金の総額は近年減少し

ている。

Ｏ泡､的隷脊録画補償金の惟移伽了

金額は近年減少傾向にあり、直近ではほぼ横ばいで推移している。放送

コンテンツの海外展開や電子配信などの二次利用は、放送時の契約に含

まれない場合が多く、放送後に改めて権利者の許諾が必要となる。この

ことが、海賊版の流通に先んじた正規版供給のための権利処理を遅滞さ

せ、海外展開などが進まない一因となっている。’，

｡また、放送番組などのコンテンツを利用する際、著作権者などが不明の

場合に活用するために設けられた裁定制度は、実績が伸び悩んでいる。

．また、放送コンテンツに限らず、コンテンツの二次利用を促進して市場

を拡大し、周辺の消費財産業などを含めて収益化を図るビジネスモデル

の構築の重要性が高まっており、コンテンツの権利処理の一層の円滑化
のための施策が求められている。

【取り組むべき施策】

・クリエーターへ適切な対価が還元されるよう、私的録音録画補償金制度

について、引き続き制度の見直しを行うとともに、必要に応じて当該制

度に代わる新たな仕組みの導入を含む抜本的な検討を行い、コンテンツ

の''１:生産につながるサイクルを生み出すための仕組みを構築する｡(文部

科学省、経済産業省）

Mi償金総額（I‘I･万〕
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○放送番組のfE子配信数の推移（主なもの）

＜NIIKオンデマンド＞

職出典：縫務省デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会（第61回）資料５

"綱典：ａＲｍａより聴取

70出典：文化庁ＨＰ「著作権省不明等C')場合の欺定ﾙﾘ度ｊ過去の放定実紙

５７

（３）新しい産業の創出・拡大に向けたコンテンツの権利処理の円滑化

【現状】

・放送番組.の電子配信数は、年々増加しているが、地上テレビ番組の輸出

○裁定('1:数の推移7KＩ

2008年度裁定件数５件（対象箸作物等数553「|:)、2009年度裁定件数１５件（対象著作物等ｉ

数556件)2010年度哉定件数27件(対象箸作物等数67912件)､2011年度雄定件数20件(対：
象著作物等数60230件）

川荷ｨ|･度ｉ

【課題】

・私的録宵録lII1i補悩金制度が想定していたクリエーターへの適切な対価還

元の在り方などについて検討が必要｡

1行出典：{y,的録宵補償金：ｓａｒａｈＨＰ、Ｗ,的録IIIIi補償金：SARVHより聴蝋

５６

OaRlma処理件数の推移岬

く放送恭組の一二次利、許縦件故＞

２０１０年度（ネット送信のみ）：約1,150件（７月２９日以降）

2011年度（ネット送陪、ビデオグラム化、番組販だ）：約4,400件

2012年度（ネット送偏、ビデオグラム化、癖組販死）：約3,400件（１０月末現在）

＜うち不明権利昔探索件数＞

約300件（2011年度から２０１２年１０恥|<）
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見逃し訴組

ニュース需組

特選ライブラリー

総計

2008年度(※）

1,705

522

1，７４０

3,967

2009年度

7,233

1．５５２

2.752

１１．５３７

2010年度

7,826

1,528

'1,084

1３．４３８

2011年度

7，１１９

1，５２３

4,727

1３，３６９



【課題】

・海外展開のための権利処理の迅速化の必要性やコンテンツの通子配信な

どの増加傾向を踏まえ、実態を踏まえた権利処理の在り方や、著作権関
連制度とその運用などについて検討することが必要。

【取り組むべき施策I

・放送番組などの二次利用を促進するため、複雑な権利処理手続きを一元

的に管理する窓口機関を整備する。具体的には、実演家については使用

許諾申請受付から使用料の徴収分配までを集中的に処理し、レコードに

ついては番組中の使用音源の権利処理に係る窓口を新たに設厩するなど、

権利処理の円滑化のための環境整備の取組を推進する。（総務省､文部科

学省）

・孤児著作物を含む過去の膨大なコンテンツ資産の権利処理の円滑化によ

りその利用を促進するため、著作権者不明の場合の裁定制度の在り方を

見直し､権利者不明の立証負担の軽減や標準処理期間の短縮などにより、

手続きの簡素化、迅速化を推進する。（文部科学省）

・クラウドコンピューティングの進展などに対応し、放送コンテンツのイ

ンターネット配信に係る権利処理の円滑化を図るため、放送番組製作時

における二次利用の許諾を含めた契約の在り方や、放送後一定期間内の

インターネット配信・ウェブキャスティングに係る権利処理の在り方な

ど、契約や関連法制度上の課題について検討を行い、必要な措置を識じ

る。（総務省、文部科学省）

・産業財産的に製作されるコンテンツの利用の円滑化を図るため、ライセ

ンス契約などにより著作物などの権利帰属を一元化したライセンシーを

保護することで、法的安定性や二次利用の円滑化に資する新たな仕組み

も含めて検討を行い、必要な措置を講じる。（文部科学省）

・コンテンツのグゥーバルな流通と適正な保護を促進するため、コンテン

ツにＩＤを付与し、権利処理に係る情報を集約してクラウドなどにより

ネットワーク上で参照可能とするデータベースの整備とコンテンツ利用

に係る対価の徴収・分配システムの整備を促進する。（総務省、文部科学

省）

・知財総合支援窓口において、グローバル展開、著作権、不正競争防止法

関連などの相談機能についても、関係機関と連携した支援を含め総合的

に強化していくとともに、各省においてセミナーの開催など普及啓発活

動を強化する。（再掲）（経済産業省、文部科学省）

5８

（４）知財活動の円滑化に向けた通商関連協定の活用

【現状】

・各国と締結している通商関連協定のうち、経済連挑協定の知的財産章の

Ｉ:|:'で、相手国の知的財産に関する制度及び課題に応じて規定を世いてい
る。

○編済巡挽協定の知的1M旅帝幡作椛分llljK）における＃L定例~‘

，苫作神、突油家及びレコード製作荷に対して、それぞれ、そ(ﾉﾉ荘作物、レコードに問定され：
た実汝及びレコードについて、利川可能化椛を|､ＩＩＪする。（インドネンア、フィリピン、・零ｉ
レーシァ）

。-州1譜、爽統瑛迩|まレコード製作苫によりⅢいられた伐附的保世手段の回避を防ぐため、通ｉ

当救紘的傑喚及び効果的な法的救沸を定める『（フィリピン）

･若作肴､突油索又はﾚｺｰド製作背などを狩定十あWf利筈哩惰縦について､若'1:椛及び閥遮:

する椛利の侵害を誘い、可能にし、助反し、又I室隠す結采となることを知りながら、権限な；
く雌磁的承惟利符蝿惰報を除去し、又は改蝉･る行為などに対し、適当かつ効果的歳法的牧１

済を定める，（インドネシア、ツィリヒン）

．*シ|､ワークを池じて送桁さｵ1,たli1細二対するインターネット・サービス・フ１７バイク！

')取扱いについて、・池の噸I'|:識,Niた-1-賜介Iこは、ユの直ifを制限語1-る遡､切な洲雌だ１
める（マレーシア）

【課題】

・産業界からは、政府間交渉の場において、交渉相手国の知的財産制度の

整備や実効的な法執行の確保を促し、ＴＲＩＰＳ協定などの規定以上の

知的財産の保継を実現することが求められている､‘

【取り組むべき施策】

・自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）や投資協定などの二

両間・多国間協定を通して、グローバルな企業活動を阻害する知的財産

分野における国際的な問題の解決・改善を図る。具体的には、我が国産

業界などの要望を踏まえつつ、交渉相手国の知的財産制度の整備や実効

的な法執行の確保などを促し、また、ＴＲＩＰＳ協定などの規定を上回

る水準の知的財産の保護が達成されるよう､積極的に働きかける｡特に、

環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、産業界を始めと

した関係者の意見を踏まえつつ、国益にかなう最善の結果を追求する。

（外務宵、経済産業省、農林水産省、文部科学省、財務省）（再掲）

７１『槻が岡の経済連機Ｉ肘也〈EPA）における知的川瀧分野の合意（小山除史)｣１（月刊「パテントＪ

Ｈ22.9）．ｋり作成

５９

Ｉ
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【課題］

・利用者からはニンテンツ数の充実を望む声が多く、電子書籍の普及促進

のための取組支援の具体策について検討が必要。

・普及に伴う権利者保護の観点からは、個々の著作権者の対応では、企業

などとの交渉や模倣品・海賊版対策には困難が予想されることから、有
一一

効な対策を検討することが必要。

・インターネット上のサービス・プラットフォームは寡占化が進みやすい

と指摘されるところ、現時点で相対的に利用率の高い海外電子書籍スト

アによる寡占化がさらに進む可能性がある。

（５）電子書籍の普及促進

【現状】

・電子書籍市場は、近年急激に成長し、日本にも海外企業が参入。国内電
子書籍ストアの利用率は、海外電子書籍ストアに比べ低い。

○Ｈ水で枇、砥ｒ普鮒端末が曲及しつつあるが、コンチンツ’】放が｜･分でたい当の指摘がある‘､；

（米瓜９５万点7幽、Ｉ｣本１０ﾉｺ゙点?．{）

○2012年Ｉｌｌｌか『,】&アマゾン・ドット・コムがKiIldluシリーズを｢|水で順次発売するとともＩ

に、Ｒ本の龍子;１１耐市珊(二参人，

○電/･鼻爾'|i蝿の概要?’
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電子書籍市堤規模の推移

【取り組むべき施策］

・海外の巨大プラットフォーム事業者などに対する交渉力向上や模倣品・

海賊版対策などのため、電子書籍に対応した出版権の整備など出版者へ

の権利付与や、書籍の出版・電子配信に係る契約に関する課題について

早期に検討を行い、必要な措置を講じる。（文部科学省、経済産業省）

・電子習籍の普及拡大を図るため、個人の作品や専門書を含む多種多様な

電子書籍コンテンツ数の拡大による利用者の裾野拡大といった民間の取

組を支援する。（経済産業省）

・オープン型電子出版環境を実現するため、電子書籍交換フォーマットの

標準化や国内外への普及･促進を図る。また、電子出版のプラットフォー

ムとなる次･世代ブラウザに関して、縦書き文化の継承と世界への日本文

化の発信を進めるべく、日本語に対応した縦書きレイアウトの国際標準

化活動への参画などの取組に対する支援を行う。（総務省、経済産業省）

３３Ｃ

２０〔］
ＰＣ向け

1鵬

』；Ｌ

１ｏ２２ｏ龍
撹帯向噛

画新た葱ブラットフ･オーム同ｉ－Ｉ

1Ｐ２７０

鯉出典：市！'･;!|癖市賜り>｣兇任と瓶｣'･ル聯がもたらすビジネｘチヘ'ン〆（縦誌／敬脊ビジネズ）

（2011年lOJ1NRI）

7;$川典：BookLivcllI’（2012.121町点）

7'州典：電子普嬬ビジネスI,ﾙ硫報(!‘･丹インフレスＲ＆ｎ

７厨出典：陳式全社ＮＮ総ムル｝･{I」

６０

（６）プラットフォームの形成の推進

【現状】

・主要米国企業は、デジタル化・ネットワーク化を踏まえつつ、グローバ

ルで他社技術・事業も組み合わせたエコシステムを形成し、エコシステ

ム全体の中で利益を得る戦略へと戦略転換を進め、この戦略転換で先ん

じた音楽配信、映像配信における海外プラットフォームは、圧倒的な市

場シェアを握るに至っている。

．また、スマートフォンの市場規模が拡大する中、そのプラットフォーム

としての○ｓのシェア争いも激しい。これらスマートフォンの機能の多

くを実現するのは、スマートフォン上のアプリからアクセスされるクラ

ウドーヒのサービスプラットフォーム群であり、スマートフォンの売上の

伸びが海外プラットフォームの売上及び市場シェア向上の要因となって

６１

ユ１２・1６４８７Ｚ
１ｏＩｌｓＩ誤Ｖ忍z鍔

詞

※2012年度以降は了'‘１１．

ＩＯｆＬ嘘１１奪髭１２零達鱈牢室１塁町塩１５年鹿Ｉ５ｆ＄嬢

睡手衝鉦専編蛾宋穆ﾜ出諏さ錘拡移･子到
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いる。

､業界の自主規制については、日本企業が海外企業より不利な競争を強い

られる場合がある。例えば、日本企業はＣＤから帝楽を挑帯寵話にコピ

ーできない措置をとる一方で、海外企業はこうした措憧をとっていない

例などが指摘されている。

､デジタル．ネットワーク社会において国内コンテンツホルダーが収益を

確保するためにはコンテンツの販売以外にも顧客との関係の中で周辺ビ

ジネスを展開できることが不可欠であるが、プラットホーム事業者が顧

客情報とマーケティング手段を独占していることが障害となっているこ

とが指摘されている。

○スマートフオン世界市場のシェア変化（台数ベース）７６
ＩＣＳ別

ｽﾏｰ”ゼン啄ｴﾝHfﾕｰザ詞貯垂亮含錠K2aJCAj票】スマートフ鐸のニドユーヅ向1f匿尭酋欽{ZO11卵】

【課題】

・○ｓやブラウザその他のプラットフォーム及びクラウドサービスの世界

において､'米国大手事業者が既に圧倒的な開発力と擬金力で我が国市場

に進出している。

・プラットフォームに関しては、日本企業に対外的に不利な業界の自主規

制や、海外プラットフォーム事業者と国内コンテンツホルダーの間の契

約における不利な条件を消獅者に開示できないようにするＮＤＡ（秘密

保持契約）に問題があり、対応が必要である。

・プラットフォーム上で新たなサービスを展開するための手段がコンテン

ツホルダー側にはなく、プラットフォーム事業者に依存しているとの指

摘があり、対応が必要である。

70出典：総務梢平成2‘１年版怖淵通信向泌

醜

【取り組むべき施策】

・出版、音楽、写真、映両、アニメ、テレビ放送番組、ケームといった多

様なコンテンツを提供するプラットフォーム支援を通じてコンテンツが

プラットフォームをリードするエコシステムの実現の促進を支援する。

（総務省、経済産業省）

．－部海外企業による市場寡占化により脚本企業が不利とならないよう、

我が国の基幹産業として苑膿することが期待される、（)Ｓ、ブラウザ、

データセンターといったプラットフォーム関連産業成長の促進方策を検

討し、必要な措置を講じる。（総務省、経済産業省）

・クリエーターの自由な表現活動が萎縮しないよう、プラットフォーム本

業者とコンテンツ事業者問の取り決めの透明化やルール作りの必要性を

検討するとともに、プラットフォームに関し、対外的に日本企業が不利

になるような自主規制や契約慣行により競争力の低下につながることの

ないよう、業界の自主規制や憧行などの見直しの取組を支援する。（経済

産業省）

（７）ビッグデータビジネスの振興

【現状】

・デジタル・ネットワーク祉会の進展に伴い、多様で膨人なデジタルデー

タがネットワーク上で生成、流通、群械されるようになり、いわゆるビ

ッグデータの存在感が高まっている。

・ビッグデータの活用により、米国のヘルスケアで年間３千億ドル、ＥＵ

公共セクターで年間２．５千億ユーロ、位綬情報データの活用により年

間６千億ドルの洲Y'群価仙創出などが期待されるとの訓在もある。

6２

■



6４

するデジタル・アーカイブの有効性が指摘されている。海外では欧州の

Europeana、米国のWorldDigitalLibraryといった取組が進んでいる。

･我が国においても、各コンテンツのデジタル･アーカイブ化については、

官民でそれぞれ取り組んでいる。

･デジタル・ネットワーク社会の進展にともないウェブサービス、ソーシ

ャルゲームなどのクラウド上に存在するコンテンツが存在感と市場規模

ともに拡大しているが、このようなコンテンツについてアーカイブ化は

技術的に難しく、ほとんど行われていない。

○ビッグデータの概要丙
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77出典：総務行、|え成２１年版倍慨辿信ｎ世．

窪が国iゴきけるロCノテンツopmF-戎】イブ化の状漫

、

、ｆ・蕊･ペレージ室ンデータオン ぎ ス プ ー タ 画 グ テ ー タ

．Pオフィスのパソコン苓漣 ，ウニソヅーバー稗{邑鐸、”。飯尭需耀祷の総務システム
将も､で鈴蝿再暑晶るアフィと窟鞠的【鳥篭史詩されるア：Ｐ３こおいｆ生蝋郭さ邪るPCミ

ス文識Fょー ﾙ鍵〃クぎｽﾛグ･ェう一ログ等～・ﾃ:-ｸ･賦輔輸瞳ﾃ゙ ﾀー等
一 幸 一 一 一 一 一害

§#．‐魚，’一”，、曙繊到、紗

【課題】

・デジタル・ネットワーク社会では、ソーーシヤノレメデイアデータ、ウェブ

サイトデータ、マルチメディアデータなどのビッグデータを経営資源と

して捉え、コンテンツ産業の振興に効果的に活用することが必要。

【取り組むべき施策】

・情報通信技術の進展に伴って各亦業分野において大塗に生成されるユー

ザー情報、映像・音声、センサー傭報といった、価値ある知的財産を生

み出すビッグデータを経営資源として捉え、これを利活用した新ビジネ

ス魚'111．}・高付加価値化を進めるため、プライバシー保誰などと利活用の

バランスに配慮したパーソナルデータの取扱に係るルールなどの事業環

境愁備や、リスク低減を図りつつデータを利活用する社会基盤や技術な

どのデータの収集・蓄積・分析による多様な付加価値の創造に資する研

究開発などに取り組む。（総務省、文部科学省、経済産業省） (参・砦）２０１０ｲド度から父化庁メディア芸術デジタルアーカイブ市業（2012年度-f猟約２億円）ｉ

において、マンガ、アニメ、ゲーム、メデイアアートのデジタルアーカイブのJ[雛となるＩ
作品所在Wi報等のデータベースシステムの鞍術を推進''１。

４．デジタル・ネットワーク環境促進の基礁轄備

【課題】

・コンテンツ産業のより一層の発展に向けたデジタル・アーカイブ化の一

層の進展や連携とその海外発信を含めた利活用とともに、コンテンツを

利用するためのハードの保存や文化資産としてのデジタル・アーカイブ

化及びクラウド上に存在する新しいタイプのコンテンツの記録方法につ

いても検討が必要。

６５

（１）文化資産のデジタル・アーカイブ化の促進

【現状】

・新たな知的資産生産の基盤形成のため、文化資産の蓄砿・活用を可能と



【取り組むべき施策】

・新たな産業や文化創造の基盤となる知的インフラを榊築するため､書籍、

映画、放送番組､-音楽、アニメ、マンガ、ゲーム、デザイン、写真、文
化財といった文化資産及びこれらの関連資料などのデジタル・アーカイ

ブ化を促進するとともに、各アーカイブ間の連携を実現するための環境

整備及び海外発信の強化について検討し、必要な描画を識じる。（内閣官

房、総務省、文部科学省、経済産業省）

（２）教育の情報化の推進

【現状】

・文部科学省と総務省の緊密な連携の下、文部科学省は、主として教育用

コンテンツの開発や指導方法の開発など、ソフト・ヒューマン面から、

総務省は、主として教育の情報化に係るＩＣＴの導入手法など情報通信

技術面から、様,々な学校種、子どもたちの発達段階、教科などを考慮し

て、教育の情報化に向けた取組を実施。

,．=蔚鍾蕊罵蕊iI;蕊鍵謹露盤i翰雛蕊識隣一一、
２１世紀を生きる子どもたちに求められる力を育む教育を実現するために､橡々

な学校機､子どもたちの発達段階ざ教科等を審慮して.一人一台の愉報端末や
斌子猟板,揺線LAN等が薙蹴された蹴填において､デジタル戦利毎.軟材を活
用した牧商の効果･影轡の検狂､撤導方漉の|W１発･ﾓデﾙｺﾝﾃﾝﾂの側舵解を
行う爽旺研究巻実脂．．‐

Ｋ

〆--1学びの場における情報通信技術の活用実証研究卜．〃 、

>学校種､発達段階､教科等に応じた効果･影轡の検証

レデジタル教科書･教材､情報端末等を利用した指導方法の開発

＞モデルコンテンツの開発

＞一人一台情報端末に必要な機能の選定･抽出等
／』

鞭.－－鋪聴i蕊蕊識i蕊:撹蕊蕊識謹蕊識睡“－－…、
教員同士が教材を共有等してよりわかりやすく深まる授業を実
現するため､教育の情報化に閏する調盃研究やその成果等の

普及を図る１教育の情報化推進体制の整備１
＝’

>国内の情報通信技術活用好事例等の収集･普及･促進
>教育の情報化の実態に関する調査等

」

816

【課題】

・教育の情報化の推進に向けて、情報端末の供給や関連制度の見戒しとい

った具体的な課題があるとともに、実証研究を通じ、様禽な情報に容易
にアクセスできる点にも配慮した検証も求められている。

【取り組むべき施策Ｉ

・すべての小・中学校において児講生徒１人１台の情報端末によるデジタ

ル教科書・教材の活111を始めとする教育の情報化の本格展|}Mが急務であ

り、実証研究などの状況を踏まえつつ、情報通信環境の終備や情報端末

の標準的な規格の策定を進めるとともに、デジタル教科書・教材の位慨

付け及びこれらに関連する教科書検定制度などの在り方と併せて箸作椎

制度上の課題を検討し、必要な措置を講じる。（文部科学省、総務省）

6７
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第４．コンテンツを中心としたソフトパワーの強化

1．コンテンツを中心としたソフトパワーの強化に向けた一体的な取組

(－１）ソフトパワーの強化に向けた政府の一体的な取組の推進

【現状】

・省庁連携により、ＪＡＰＡＮＥＸＰＯ、世界経済フォーラムなどの場

で、日本の魅力を発信しているが、政府一体となったより一層の取組が

求められている。

ＯＩＡI，ＡＮＦＸＰＯ（外携櫛、支部科．.誰省、経済瀧菜省、１割~t交辿省）

マンガ．アニメ．ケーム、青梨嫌のＲ本のボップカルチヘ,一と、武道や茶道錦の伝統文化；

を,今:|ﾉせた、枇界最大規桃の総合的|意|本文化紹介イベント;、

ＪＡＩ,ＡＮＥｘＩ,ｏ２０，２では、原楢ファッションを紹介するイベント、各地の伝統:
文化の耕介、１１本の城セミナーや沖縄災‘濡等を皿じたIMjll観光ＰＲ、東11木大淡災からの復ｉ
側写真の,災不、Ｊ－ＰｏＰのライブスチージ､ギネスが公認した!'卜界・の癒し系ロボット｢ハ１
画」についてり》誰減会及びデモンメトシーーション聯を実施。］八Ｐ八ＸＥＸＰＯ２０１２：

ﾘ>来場背教撤約２１〃人＊

鼠

○１Ｍ･界綜済フォーラム（グボメ会別卿 (内閣官房、外務省、Ｍ１・務省、農林水産宵）

リーダ－たもが述眺することにより、111;界・地域・瀧業！ビジネス、政治等の社会におけるリーダ－た稚〉が述挽することにより、111;界・地域・砿業胃

のアジニンダを形成し、世界Wi勢の改葬に敗り組むフォーラム，そこで開催するジヤハンナ：

イトを辿じ、Ｒ本の強み・魅ﾉﾉ、Ｒ本的価彼を世界に向けて稚偏

２()１２牛９月に中阿・天沖でサマーダポス、２()１３１１二］Ｊ１にスイス・ダボスにてl)'111M。

(参勧棚１１コンテンッ振叫I淀（KO(:(．A】

⑤幾
Ａ元

n画哩福Ｆ月 灘
空轡､

蕊

Ｕ００９年、ルk送・ゲーム・アニメーション'キャラクター/ﾉ<衆背楽など別為に辿街されていＩ

た振り11組織を一つに統合し、,(,緋ilのコンテンツ雌裟振興を総折するＷｊ機関として殻京され’
た政府系惟閥

【課題】

・コンテンツを中心としたソフトパワーの強化の推進に向けては、現在各

省庁などで連携したイベントを実施しているが、より一層効果を上げる

ために、官'民でオールジャパン体制を構築することが必要。

３幅

【取り組むべき施策】

・各府省が所掌分野に応じて実施しているコンテンツを中心としたソフト

パワーの強化に関する施策を一体的に展開する観点から、コンテンツ関

連施策に対して重点的に資源配分するとともに、政府としての総合的な

推進体制の在り方について検討し、必要な措置を講じる。（内閣官房）

2．日本の伝統や文化に根ざした魅力あるコンテンッ・製品などの発掘・創

造

（１）ターゲット国・地域で売るためのコンテンツ・製品の制作などに係る

支援

【現状】

．－部の国では、政策対話などを機に、民間における海外市場への参入の

取組が推進。

・対象国市場への参入を促す側面も期待できる国際共同製作については、

文化､言語の違いによる壁があり､成功例の創出が困難との指摘もある。

○インド政府とのクリエイテイブ産業協力・政簾対禰を踏まえた民間における取組

。、印外交間係樹立60脚(Fを記念し、２０１２年‘Ｉｊｌ３０Ｆ１、経済産業肴とインド商工省との間で；
クリエイテイブ旅業分野での協力に合意。これを受け、2012年１０月に両側局長IMjの政策対話；

を実施し、協力1i・業の進展を確認。

（進展‘if業例）

インド・デザイン・マーク汝立に向け、専門察の派遣、研修生の受入を実施。

アニメの共同制作が進展。ＳｕｒａｊＴｈｅＲｉｓｉｎｇＳｍｒ（クリケット版巨人の星）は2012年１２月にｉ
インドの大手ケーブルテレピで放送開捻

○|刺際共|『il製作に関する状況

・20'１年度より、公碓財団法人ユニジャバンにより「l刻際共同製作」と認定された映両（※）；
のうち．文化庁へ申諦のあったロ本映幽iについて、文化庁で審査のうえ映liliiの製作活動に対：
する支援を実施．
（※）公益財団法人ユニジヤパンによる国際共11ﾘ製作認定制度

Ｒ本の製作背州休が参加する映面の国際共同製作のうち､①日本の製作者の海外市場獲；
得に寄与し､②文化交流･人材交流を通じた産業のグローバル化や文化の質的向上に寄与ｉ
する国際共同製作かどうかを群交し、認定する。

（採択作雌）謡

2011年度 2012年度

劇映辿ｉ アニメーション映|山ｉ 映画 アニメーション映画

採択数 31'1:(中､台､仏） ２件(香、米） 2件(中､樺） 1件(米）

申請数 811 ３件 5件 ３件

助成-jP定額 約０．８侭111 約１．０億円 約１．０億円 約0.5億円

73出ﾘ|↓：文化n』
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【課題】

・海外展開の対象国・地域を拡大することで、日本ブランドの認知度が高

まる。一方、対象国・地域で受け入れられやすいコンテンツや製品など

の絞り込みが十分できておらず、我が国の潜在力が十分発揮されていな

いため、関連制度を調査した上で、受け入れられやすいコンテンツや製

品などの制作を支援し、成功事例を生み出していくことが必要。

・対象国・地域での海外市場盤得などをI言|指し、国際共同製作の一層の活

用を検討することが必要。

【取り組むべき施策】

・ターゲット国・地域で売るために、日本間有の文化力とものづくりの技

術力の融合や、国民の幅広い発信力を活用しつつ、官民一体となって又

は事業者の取組を国が支援する形で、魅力的なコンテンツや製品の制作

などを進めるための支援を講じる。（経済産業省、文部科学省、農林水産

省）

・海外市場で受け入れられるコンテンツの制作活動を通じた積極的な対外

発信を進めるため、国際共同製作などの国際的な創造発信活動を支援す

ることでコンテンツの質の向上やノウハウの蓄積を図る。（経済産業省、

文部科学省、総務省）

（２）世界のコンテンツの中心となる人財。開発拠点の整備

【現状】

・現在、海外の芸術家などを受け入れる拠点作りについては、文化庁が最

近事業を開始している。こうした動きを充実し、日本を世界のコンテン

ツの創造拠点とすることが求められている。、

○文化芸術の海外発信拠点形成事業により拠点づくり支援状況（文化庁）”

、20,,年度から､異文化交流の担い手となる外叫人芸術家の積織的受け入れや､脚際的末文；

化芸術創造といった各地域において取り込まれている特色ある国際文化交流蛎業を国としｉ

て強力に支援することで、日木各地に文化創造と国際的発信の拠点づくりを推進‘，

・実紬（支援採択数（継統採択も含む)）

２０１１年度ｚ２７件、２０１２年度：２７件

｛課題｝

7{'出典：文化庁

7０

･漫画、アニメ、ファッションの本場として日本を目指す留学生の存在な

どを踏まえ、世界のコンテンツ供給国としての人財育成、開発。搭信拠
点の整備について秋.極的に検討することが必要。

【取り組むべき施策】

・我が国のコンテンツ産業の優れた技術力と創造力を十分にビジネスにつ

なげていくため、各分野のコンテンツの集積や日本の伝統・文化との融

合とその発偏により、｜u:界に通用す･るコンテンツを生み出していく人財

育成と開発の創造拠点の卿lliを支援する。（文部科学省、経済産業竹）

（３）地域ブランドの確立

【現状】

・CREATIVETOKYO榊想や文化芸術創造都市など、一部地域において地域資

源を活用したブランドを碓立する取組が進められるとともに、地理的表

示保護制度や地域団体商標制度による我が国のブランド確立についても

期待が高い。
OmEATTVETOKYO僻恕一一一一~.~~…･~一一~一一…－．.~~.~~~.~.．

・クリエイティブ・ハブの構築に向けて、隠本のクリエイテイブ産業のショーケースで‘り>る災京に非ｊ：
いて、経済瀧業背などの間係櫛庁、商店街、白告店、ディベr7ツバー、大学、閤述イベレＩ､上{{M岩、ｉ
Ｎ１｢'()などと辿挑して．術ぐるみで1IuiLﾘ､ブランドを得¥-し、東求め術や澗費を活性化し、硯光容をＩ
勝致する柵恕』

［CREATIVETOKYOに向けた取組］ ＣＲＥＡＴｌＶＥ
ＴＯＫＹＯ．

Ｌ街を茶げたブ両モーシ副ンを行い、凶内外にｕ本の感性を花信する.、これにより、１１１界〔ﾉ１人判や
情報、資金を,満ｌｊｌＬ、クリ巽イチイブ・ハブとしてり)地位を肺市弓1-る．

2.糞耐を超えた折しいi邸確促進し、卜１本α)文化やライー7スタイル;二lMl辿寸･る新たなヒジネスム鍔ﾉ|』
蝶出‐j-基と･ず、Ｉｊ､l滞払大や企業の榔外雌1A|を後押しする

ﾖ,世界の才能を呼び群．ｕ、多槻な文化のj{』で牌い才能が切唯琢瑠できる挑灸を剛'11-1．る。二;!Lに1：
り、枇界で禍僻できる人材ぺ'企推を肯戒する、

１.凶Iﾉ､l外のクリエイティプ・シティと辿携し、人ｲパｺ情報の交流、鍵向うr'ジュクI､(ﾉ〕実施ﾉ世どと
推進-1-ることで、叫曝的な活1mjの場を硫保-1-る‘，

5.新Ｌい価I蝿lを受け入れ、クリエイテイブな活動を自由,二行える環境を街を挙げて作ることで．
新たな未来を力強く切り柘<、

Ｃ文化炭術創造都市の推進（Ｘ化庁）

・文化芸術ﾘ)力により地域耐Ｉｉ化に11;41ﾉ組み、特に独特な成堆を|,げてい論市|ズ町1．１．(ﾉ》夫肥、文化鍔｜

術創j鋤;市に取り組ｊ､地方|‘l洲‘卜Ｗ)ネットワークの允突・強化など地域〈ﾊI．|弛的なj1輪{lと久峻；
１４成２５年１月、文化芸Hf創造部Ili0』国1ﾉﾘプラットフォームとなる「創造郡IliネットワークＨ水ｊｉ

（C』･“LivUCiLyNULwQ１．ｋＪ&Ipun）が削股念

○束アジア文化都市（文化川:）

．｜11+i緋･文化ﾉ､:｢躍合の作組みで合職さ』した!'中緋３か|卦の比例''１.龍である東アジア文化都Iijを2()I‘１１
年から朋始~１．'定．

７１
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■

・－－．-.-~~…~.….~.．‐…．｡．．.~~一‐~．‐~….~..~~．‐…~~-….‐‐‐‐‐~~－~~~~~~~~~~~~~－~~一‐－‐；
○地理的表,戒保溌iliﾘ唆の慨婆剰！

・地蹄的表示保譜制度は、①剛馴の固ｲI．（篇uigeneI･iR）な制度と、②米|砿1の‘i１脚l簡像制陛をべー ｉー
ｽとした制度等の蝋ﾉﾘ‘1があり、諸外国:二おいて、そ;'しぞれの囚の雁史的経紳や経済辿挑協定の締結ｉ
状況等を踏まえ、その|測の実精に応じて雛々な制度が騨人されている‘．

（参考1）農林水'糊勿，食IYIを対象とした糊有（ｓｕｉＲｅｌ１ｅ１．１府）の地瑚的災示保雄制度を尊人している；
因は、我が凶の‘ff力加愉出先凶であるアジア諸幽、ＥＵ拝も食めて70か因以上。

（参考2）証明商卿jﾘ睦等の鰐婦|iﾘ度で侭蕊しているiz/率|は、アメリカ、カナダ、オーストラリア弊．；

（参考3）'11純‘|(ﾊ地蝿的表示制度鼠’
梼国のⅢ{股について漉秀を行った農林水産省等によｵしば、韓国では、３つの法律（農産物品：

質管理法、商傭制度に基．〕く地理的表示保護制度、侭哩蕊争防止及び営業秘密保潅に淵する:
法律）による地理的炎示の保護の(i熱みが併存している。なお、韓倒は、側，。:側叫双〃とI:TAi
を諦紬しており、このうち、２０o9串'0月に締結された緯Eじ、でば、韓凶、ビUﾒﾘ<方がh:いに保ｉ
強すべき地理的炎示をリストに明示し、保挫の対象と食る旨を規定している“

【_)地域Ｍ体商標制度､』

・地域|･jI休商|洲iﾘ度とは、地域ブランドを適切に保巡することにｋり、｜‘;用ﾉ｣の維持にｋる競争ﾉﾉﾘﾌｉ
強化と地域繰済の活性化を支援う･為ことを月的とし、、卜成１８年｡1跡kり導入されたilill度。、|《成2,1；
年度末現ﾊﾐの縦録蚊は５３６１'|:，淵瀬人は、法人桜をｲ1．する‘l#業協同組合その他の特別の法fItによりｉ
談､'『された組合であることが必彊である

【課題】

・海外市場を取り込むため、人財や技術が日本に集まるような「本場」と

しての体制づくり、ブランド化が必要。また、地域の文化資産(文化財、

アニメ、ファッション、食などを含む｡）を含めた日本の魅力的なコンテ

ンツなどの涌川などとともに受入れ環境を充実させることで地域振興を

図ることも必要。

・我が国の高品質な農林水産物・食品のブランドイメージの保護、輸出促

進の実現に向け、具体的な施策を推進することが必要。

【取り組むべき施策】

・地域の優れた産品や技術、文化資産（文化財、アニメ、ファッション、

食などを含む｡）などについて、ブランドマネジメントやコンテンツなど

との連携などにより、その魅力を更に高め、世界に通用するブランドと

して確立し、海外展開や観光振興、地域活性化を進める地域一体となっ

た取組を実施する。（経済産業省、文部科学省、農林水産省）

・地域に根ざした文化芸術の魅力を国内外へ力強く発信し、また、国際交

流の推進を図るため、２０１４年開始予定の「東アジア文化都市」の取

組を推進するとともに、文化芸術の力で地域おニしなどに取り組む「文

化芸術創造都市」の情報集約・発信の国内プラットフォームである「創

造都市ネットワーク日本」への支援を通して、地域ブランドの発信力を

副'川典：農林水曜政蜘iⅡ究所

､Ｉ州典：農林水Ｉ猫背の地理的践示研究会第'1向資料を酷に＊務肋作成

鑓出典：特許川:ＨＰ

７２

強化する。（文部科学省）

･我が国の高品質な農林水産物・食品の高付加価値化・ブランドカ向上に

資する地理的表示（ＧＩ）の保護制度を導入し、輸出促進を図る。（農林

水産省）

．ご当地グルメなど、地域ブランドによる地域活』性化に中心的に取り組ん

でいる商工会議所などが地域団体商標の登録主体となるように制度の拡

充を図る。（経済産業省）

（４）日本の高度な技術力を生かしたコンテンツ制作の促進

【現状】

・日本の強みである高度な技術力を生かしたコンテンツの制作について、

これまでにコンテンツの制作を支援する技術開発や、先端技術とコンテ

ンツビジネスの連携を強化する人財作りといった事業が行われている。

○コンテンツの創作を支える技術開発の取組（例）

．「デジタルメディア作品の製作を支援する蕊碓技術」科学技術振興瀧構（ＪＳＴ）研究（2004：
～2011年度）

コンピュータ涼の定子技術を駆使した映画、アニメーション、ゲームソフト、さらにはそのｉ

蕊礎となる(･(;アート、ネットワークアート作品聯の尚品質化（多孜元化も含む）を目的とした：

映像や仙聴の入力・処理・細集・表示技術、インターフェイス技術、ネットワーク技術蝉に関；
する研究などを実施，

○科学技術とコンテンツ創作の融合促進の取組（例）

・コンテンツ創造科学産学連携教育プログラム

（科学技術眼典機惟（ＪＳＴ）委託‘If巣（200‘I～2009年度））

国際競イルカを排つコンチンツ産業の育成を目指し、先端技術と国際的なコンテンツビジネス

の高度な専門知織をｲ『するプロデューサー人材等を養成することを目的として、先端的研究に
再打ちされた自然科学と人文・社会科学との融合した教育を東京大学において実施。

【課題】

・海外コンテンツから差別化された我が国のコンテンツを効果的・効率的

に生み出し、コンテンツ制作における競争優位を維持・向上を図る観点

から、クリエーターの創造力触発及び創作を下支えする技術基盤整備と

の双方に我が国の強みである高度な技術力を活用可能な施策を;検討する

ことが必要。

・最先端科学技術を題材とした作品のヒットなどを踏まえ、クリエーター

の創造力を触発する科学技術の普及啓発について検討･することが必要。

【取り組むべき施策】

・高度な日本の技術力を生かして、３次元映像技術、デジタルファブリケ

7３
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掴、、滝》

句

（過上の受蛍作!Y,）

･Ｗｉｉ５１１（〕１．ｔ爵（2007$I.）・サマーウ･１－ズ（２００９年）

角

－ション(３次元プリンターなどでデジタルデータを基に造形すること）

といったコンテンツ制作の高度化・効率化などに有効な先端技術開発を

促進するなど、コンテンツ制作を効果的・効率的に行うための取組を支

援する。（総務省、経済産業省）
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．．・ブェスタ（TAPANl刺際コンテンッフェスティバル）

放送、音楽、

､’11:界に向けて

Ｒ烈ドが誇るゲーム、アニメ、マンガ、キャラクター、ノ

映lIIliといったコンテンツ産業に関わるイベントが述挑し、

ジャバンコンテンツを碓僑。

２０１１(|亀陛の総来場勝数は約230万人”

（i･なイベント）

'』|[刺1K|伽lｿ(画祭．'I心i(ケームショウ．，

3．日本ブランドのグローバルな発信
ｎｐＦ崖唾

（１）各国放送枠の確保や各地での日本イベントの実施

【現状】

・コンテンツの海外輸出、日本イベントについては、これまでに官民で．・

フェスタ、メディア芸術祭、ＪＡＰＡＮＥＸＰＯといった取組を実施

するとともに、コンテンツの海外発信に対する総合的な支援事業を２０

１２年度から開始している。

・ＣＥＡＴＩｚＣ ｊ八Ｉ,八Ｎ

半EII妙
唾三一＝ー＝

l閲窒恥:｡敏‘Ｉ哩回睡皿詞
1,鴨鰯Ｉ錨Aomlg,“８１

･クールジャパン・コンテンツ海外鵬開等促進事業(補助）

テレビ放避の嗣蝿調噛規根妙ｎｎｊ可

Ⅱ水のコンテンツの海外発僑に対する総合的な支援(海外展ＩＭＩに必凹な映像糸材のロー

カライズやプロモーションへの支援嫌)を実施し､海外における|:Ｍ鴬ブームの創州を凶り、；

澗泌財聯関辿施災の海外股側の拡大、観光等の促進につなげる。（平成2‘1年座hli正一f･猟・
額：155値lリ（間省計)）

・メディア砦術祭

アート、エン''一チインメント、アニメーシヨン、マンガリル1部門

において優れた作,V,を顕形するとともに､受徴作１Ｗﾉ〕端賞機会を提供

するメディア茨術の総合フェスティバル雪

受賞作品は、海外で尖施される展蝿会-で展示・上映される。

○テレビ稀組の海外展ljllの現状H’

岬〃卿＄ｆ牡獅的ノダ4ア、R』:ｐｆンＶ竃晒心･･令昂0.具Ｉ

｡.IAPAVEXP(）

マンガ・アニメ・ケーム、緬畔(ﾉ)日ｲｗ》ポップカルチへ'一と、成道や紺雌!;〔ﾉ)は紬文化；
を合,|うせた、｜Ｗ１ﾘ{上人＃雌の総合的|｣水丈化紹介イベント。

ＪＡＩ,ＡＮＥＸＰＯ２０１２で｛よ、原補ファッションを紹介するイベント、什地の仏統ｉ
文化の紹介、Ｈ水の城セミナーや沖縄腿掘等を通じた肋Ｈ観光ＰＲ、束Ｈ水大旗災からの俺；

典Ｔ興り)鵬,jﾐ、､'一''○''０)ライブステージ､ギネスが公認した世界・の癒し系ロボッl､｢（ｉ
画ＪについてのiNIMi〔会及びデモンストレーション等を実施，、ｉＡＰＡＮＥＸｌ'(.)２０１２ｉ
の米jM蘭放は約２１万人．

,日本のコンテンツの海外収入（4,536億円）の大部分（929b）がゲーム

,地上テレビ稲姐の輸出金額は近年城少傾向。輸出全額（63逼円）はテレビ放送の国内市
堤（3.7兆円）の約0.2輪にすぎない△

(総務省、維済産巣省）

卜号ユクゴョ

日孝コンデンツの渇外砥人

弔,卵6逮円ｕ宮内市哩②‘$糊
の向風
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凸

【課題】

・海外で日本のコンテンツをアピールするために､効果的な取組とともに、
イベントなどにおける効果測定についても､併せて検討することが必要。

【取り組むべき施策】

・日本のコンテンツや食と産業、文化を効果的にアピールするため、関連

産業との連携や海外現地放送局・配信事業者との提携などにより、将来

のビジネス展開を見据えた各地域の文化やニーズに合わせたコンテンツ

の現地化、売り込み、海外のチャンネルや放送枠の確保を促進し、日本

の産業や文化と一体となった魅力あるコンテンツを供給する取組を支援

する。（外務省、総務省、経済産業省、農林水産省）

・日本ブランドに関するイベントなどにおける発信ﾉJを強化するため、世

界各地の日本コンテンツや産品のファンを拡大しながら、ファンと連携

しつつ、外国人に日本ブランドの魅力を伝える取組を国内外で重点的か

つ継続的に実施する。その際には、各イベント間の連携、インターネッ

トの活用、外国人を取り込むことなどにより、効果的な稚信を図るとと

もに、定量的な効果測定などを実施し、その評価を行いつつ、更なる発

信力の強化を図る°（内閣官房、外務省、文部科学省、経済産業省、農林

水産省、国土交通省）

（２）国際会議などの活用による日本の魅力発信の強化

【現状】

・国際会議などの活用については、ダボス会議におけるジャパンナイトが

良く知られているものの、より一層の活用に向けた取組の強化が求めら

れている。

０１１上界経折フォーラム（ダボス会誌）の現状（両掲）

ビジネス、政治帯び)社会におけるリーダー･たちが連桃することにより、世界・地域．唯熊"’

アジェンダを形成し、世界梢勢的改灘に耽り組むフォーラム，そこで'}附十るジヤハンナイト

を通じ、１１本の強み・魅ﾉJ、１１木的価倣を枇界に向けて咋．

２０１２fI;９月にI|桐・大神でサ．マー″ボス、２０１３(I:１ｊ１にスイス・ダポスにてlMl雌

【課題】

・日本ブランドのＰＲのため、国際会議などの場の効果的な活用方法につ

いて検討することが必要。

【取り組むべき施策］

・首脳外交やダボス会議といったグローバルに影響力を有する人々が集ま

7６

る国際会議などにおいて､日本ブランドの持つ強みや魅力､｢おもてなし」

といった日本的な価値の対外アピールを強化し、併せて日本食材や日本

産酒類などの普及促進を図る。（内閣官房、外務省、経済産業省、農林水

産省、財務省.、文部科･学省）

４．戦略的な海外展開の推進

（１）海外展開のための資金供給

【現状】

・日本ブランドに係る海外展開支援に関しては、政府によるリスクマネー

の供給が検討されている。

○経済産業肯：クールジャパンを体現する幅広いｎ本企業海外展開支援

クールジャパンを体現する幅広い日本企業（コンテンツ、衣食住産業、家電．自動車、サ：

ービス、レジャー群）の海外展開を支援するためのリスクマネーを供給(平成25年度財政投；
融賛計阿額５００億円)。

【課題】

・効果的・効率的な資金供給や事業の効果検証のための仕組みについて検

討することが必要。

【取り組むべき施策】

・魅力ある日本製品・サービスの海外における需要の開拓を官民一体とな

って行うため、産業化に向けたリスクマネーの供給や専門家派遣、助言

などの支援を行う機関を設置し、各機関とも連携しつつ、中小・ベンチ

ャー企業を含めた海外展開を行う企業などの取組を継続的に支援する。

（経済産業省）

（２）各国基礎的調査の実施など海外展開支援の体制整備

【現状】

・各国の市場分析については、市場規模、日本コンテンツの普及状況、他

産業の進出についての可能性などについては実施されているものの、日

本コンテンツの普及に密接なかかわりがあると考えられる法制度､文化、

宗教などに関する詳細な調査が必要との指摘もある。

7７
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における支援の体制や取組を強化し、各国の知的財産制度の適切な運用

に向けた働きかけ、模倣品被害の実態把握に努めるとともに、現地でIﾉ）

｢１本企業のコニンフォースメントや｢1本ブランド惟進を含めた知的財産柵

勤の支援を一屑充実させる。（Ijj:褐）（経済産業省、外務･省）

○主嬰各阿の市場分析（サマリー）
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（３）コンテンツ規制の撤廃。緩和の働きかけの強化

【現状】

・外国製コンテンツに対する規制については、自国の文化保謹などを目的

として、中国、韓国などで導入されており、我が国コンテンツの海外展

開に支障が生じている。
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(参考）各幽のコンチンツ規制の例

く中伺＞M』制の概要

・従』k:、外111映而の輪人は年約50,ド稀度で、その内訳は利侭分配型20本、賀切型:３０本だつ；
たが、２０１２年２１１に､K中で協雛の結果、F1脈分門辿1が少たくとも:{'1水とかづた。

・外囚映|山iの上映はf'二|州上映IlwlI州の:;分の１以下。

・海外のドラ<'・映画は１，の全放送11洲11の25％以'．、（ドラマ・映画以外ひ>外I恥僻lIIｵ;Ｉ「1：
のﾉf:放込||州lの15《X,以ドとする.､）

・ゴールデンダイム（午後７時～1()114）では海外ドラマ、アニメリノ肱送を禁止､

オース承ラヅア

84出典8級済派業柑没料･より・部抜粋

7９7８

輿阪

欧
州
毎
噸
東
宮
ア
ブ
凹
詣

蔓睡

度イツ

フランス

vfﾀﾉｱ

＜総|稲l＞塊制の概要

・映両の年Ⅲ此映Ｒ散の２０％以|弓は糠１１‘'''１１作の映両．

‘’二I木のバラエティ及び噸仙製作'jドラマはl世上波で放送卿L,、

・地|･波での国内製'1｢:帝綴比半を鋼jq'ド期の企放送時|ﾊIの8oiXj以１，（ジ･Ｉ･ンル別で仕国雌映・

両は(FII(125％以上、ｌｘｌｊ篭アニメはfr間,15％以ｋ，Ｉ１－ｌ内音梁舟組は年間601Xj以ｋ）

【課題】

・海外コンテンツに対して参入規制がある国・地域に対する規制緩和を如

何に早急に実現するか、具体的な対･応を検討する必要がある。

【取り組むべき施策】

・二国間や多国間の官民による協議・交渉において、映画・放送番組・マ

ンガ・アニメといったコンテンツの'陥入規制を文化・産業而での大きな

【取り組むべき施策】

・市場としての重要性がますます高くなるアジア新興国に関しては、企業

○Ｂや弁理士を含む知財人財を活用して現地大使館やジェトロなど在外

ブラジ”

米
制

メキシ宮

【課題】

・日本のコンテンツは、海外展開の対象国・地域の法制度、宗教問題、民

族の感性などの問題にあまり配慮していないとの指摘もあり、海外市場

獲得に向け、市場分析などの基本的な調査や知的財･産権被害の対策につ

いて検討することが必要。

…篭遭善睡篭
▼

(参砦）規制の対象外となる例

１．同l祭典Ｍ製作

術外伺においては、海外市場の掩符ぺ'複放|Ⅷ1での蜜金捌連・映両製作をlﾘ淵化する稲：

仏としてI叫際共同製作を封展する総合的な支腹制度があり、本ルミRlI1旅作,Y1にのみアクセ：

スがI必められる政j付等の優遇淵世について、一定の典件を允雌する国際此lI1ji側1.を偲定：

し、似遇|ﾙ慨を受けられる。こうしたＦ１1点とともに、州祇阿の放送制限MA制、総脚馴,11のＩ

対象外となる111能{'|:もある，

２．フォーマット販売

僻細の旗出やスタジオセット")ﾉﾉ法など")フーｉ－マット（作り）を販売することで、現ｉ

地製|↑会社が狸Ｉ１することから､相手国の放送ﾙﾘ眼規1』ﾘ､総吊規制の対象外となる場合が；
ある.

中蒋衰垂ｴの興羅j錨bリー宗差柱祁高睡噂唖股誕上の美宕倭誠あ吸馨巽震藤津、

ｉｆ溌醗撮僻，‐亭…鱗･翠 …:｜’鶏鰯識溌一剰馴
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参入障壁として捉え、協議・交渉全体の中でコンテンツ規制の緩和・撤

廃を優先度の高い課題として取り上げ、ハイレベルでの働きかけを強力

に進めていく。（外務省、経済産業省、総務省）

５．国内外から人を日本に呼び込むインバウンドの推進

（１）海外からのロケ撮影の誘致促進

【現状】

・海外からのロケ撮影には伺い経済効果が期待される一方、日本では、ロ

ケ撮影に係る規制などのため、海外に比べロケ撮影が困難との指摘があ

る。

・２０１１年１２月、アジアにおけるコンテンツ産業拠点都市の創造を目

指す｢札I幌コンテンツ特区｣が地域活性化総合特区域に指定され､現在、

ロケ撮影に必要な規制の特例措置を始め、特区構想の実現に向けて検討・

を実施中。

○ロケ縦彩による粍済効果

・ニュージーランＦは、映画『ラストサムライ」（2003年）のコケを総数･製作時の地元への経済１

効果は約６s億円

・秋出徒､稗1,との共同製作ドラマ「アイリス」（２００９年)の縁台になり、観光客数が４膿に増加el

I_){:L縦ニンテンツ特区

･１０１１年１２凡総合特別区域法第３１条に爪づき、「札幌コンテンツ特区１

が地域活性化総合特別区域に指定．

･２０１２年５１L１，海外から(ハロケ撮影隊をワンストツプで支援する札幌映像機

織が設立された，

･総合特区推進調禁費を活州した財政支援により、２０１２年度にコンテンツ産

業強化対策支援11:業１．７位111を招憧．

･現在、画ケ撮影に必漉な恥ljW)蒋例州慨（杵F耐:!‘咋統の迅速化など）を

始め、 特区椛想の実現に向けて検討を実施中,．

篭

Ｒ雨ｲ

他脱市

･札幌市は、「札幌コンテンツ特区」により．２０１５年度には、ロケ搬膨蝉映

像制作の誘致･実施:こ伴う直接溌済効果ば６３億'11,{:L幌の､Ii巣者が制11:し

た映像Iﾉ>輸州額は２．３億円、映像コンテン､ｿ視聴打･(外'十1人)がI:|‘'胎二観光

に訪れる人数とＬで１１５ﾉ人を兇込む．

【課題】

・海外からのロケ撮影の誘致による経済効果や訪日観光客の増大に向けて

は、ロケ撮影に係る規制が問題と指摘されていることから、コンテンツ

特区の成果を他地域で活用するとともに、新たな脱制緩和や制度運用の

見直しなどなどついても検討を進める必要がある。

8０

【取り組むべき施策】

・海外からのロケ撮影の誘致に向けて、コンテンツ特区において得られた

成果について他地域での運用可能性を検討し､必要な措置を講じる。（内

閣官房、経済産業省、国土交通省、警察庁）

・地域資源を活用して日本の多様な魅力を発信するため、全国各地でのフ

ィルムコミッションなどとの連携やロケ地情報の集約・提供などを通し

て、地域でのロケ撮影の受入れ体制整備を推進する。（経済産業省、文部

科学省）

（２）個人旅行の促進・ビジネス観光への取組強化

【現状】

・訪'二I外国人旅行者数は2010年には過去最高の861万人を記録｡2011年に東

日本大震災などの影響により大きく減少したものの、2012年は震災前水

準まで回復した。

・日本国内での国際会議の開催件数は増加しているものの、アジア・大洋

州地域の主要国が開催件数を大きく伸ばしている中、日本のシェアは低

下している園

○訪I~1外国人旅行者数の推移鏑

万人
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【課題】

・訪日外国人旅行者数の拡大、国際会議などのＭＩＣＥ誘致の呉体的な促

進に向けて、官民一体となって効果的な情報発信などを実施-ﾘｰることが

必要。

○MICEマーケットの動向

(第’'何MICE国際競争ｼJ強化委員会(2012年１１ﾉj28FIIjlI催）賛料ｌ抜枠）
※MICE：多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称｡企業等の会誰(Mccting)、ｉ
企業等の行う報奨・研修旅行（１１１“I1Livcn･&wel)、国際機間．Fn体、学会輔が行う国際会砿，

(ColweI1Lion)、展示会・見本il『、イベント（I§xhibiLioI1/I§v剛11）の頭文字＆

EWI１，国IｍＩ

＜アジア幸哩脚と我が側の開雌状況＞Ｂｆ

【取り組むべき施策】

・訪日外国人旅行者の誘致を強化するため、個人旅行の促進に向けた‘|,1柵

発信などを強化するとともに、今後の成長市場も視野に入れ、各市場に

対応した効果的なプI:;Iモーションを実施する。（内|劉官房、国上交通竹、

外務省）

・ＭＩＣＥ誘致のためのマーケティング戦略の構築、受入れ環境の盤備な

どを通し、ＭＩＣＥ誘致の同際競争ﾉJ強化を図る，（国土交通背）

・地域資源などの日本の魅力を盛り込んだコンテンツの海外展開支援を通

して訪日観光への関心を商めるなど､日本のコンテンツ､ファッション、

食などの発信とビジット・ジャパン事業の連携により、訪'1外国人旅行

者やＭＩＣＥの効果的な誘致を図る｡(国士交通省､経済産業省､総務省、

農林水産省、文部科.学省）

アジア太平洋地城を醗別に異ると､我が囚を含む窒奨囚は近年全.ご開催件欽蜜仙はしている。

５０年代は域内で1歳日本が圧制的な存在塵を示していたが､罰COO年前腕から中国､韓国､シンガポール等の皇要図jbW
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６．模倣品・海賊版対策の強化

’７ｉブラジル１．０４

くアジア・大洋州＊理1脚の状況＞５７

アジア大耶洋地斌は凹際会魔の閲惟敗の珊加率を醐鵬で比較ずるとqブジアの主興国は全て狼が鋤よりも急追に噸加・
斜に過去１０年､中廻､韓国蝉《大きく朋位舷を伸ばしている．
域内の主要5ケ膜(眉水.中図.紬閲､シンガポール､窪川>の臆、縦{識に占める独が図のｼｴｱ譜見ると､20年前に
は5ヶ剛の間舷致の5196を占めていたところ､その故一貫して低下し$Aけlｻド鉱は2190に浜で蕗ち地んでい為,，
アジア煙内の成長に伴って我が国の占める荊合があるﾘR鹿雌<雄るのはやむ部I｝ない而もあるが､それ以上に識が厩
の醗致競争力が謡ちつつある雄左とも懸念される．

回
固
声

（１）正規品の流通拡大と一体となった侵害対策の推進

【現状】

・模倣品・海賊版による被害は、侵害行為の巧妙化・悪質化やデジタル化・

ネットワーク化の急減な進展を背景に、依然として深刻な状況。

』

'７
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１２Ｉス'f入１２４０１

１３ 画＊ ２２３邑’

１;．｜識Ｗ｜爵』
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｜別

》

錨出典：ＩＣＣＡ（国際会議協会）統計より作成

R7fH典：ICCAデータベース(2012年９月時点データ)より作成

※ICCAデータベースはJCCA会員の巾硝・縦録によって作成されているため血近年の数値は今後も
」N加する可能性がある。
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（２）国内取締りの強化

【現状】

・税関や警察による模倣品・海賊版の取締状況は、ここ数年、概ね横ばい

又は上昇傾向であり、一定の成果を上げているものと認められるが、依

然として､模倣品･海賊版が国内で流通していることの裏返しとも言え、

その状況は、国民の意識調査結果からも窺われる。

○恢倣彼博ｉｔ故と脱倣波涛率欺の推移綴り(企龍･州ＩI､ﾍ"'アンケート絶巣､２U12年度、イr効回識l碇I‘狸I；l】
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○水際での知的財産侵害物肺の輸入垂1ｋ実紬
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○四内での知的財薩権侵害事犯の検挙状況
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【取り組むべき施策】

・側放IWI・海賊版対策を強化するため、官民一体となった働きかけや各国

との辿桃により侵需発生国での;模倣品・海賊版の取締りやインターネッ

ト上からの削除といったエンフォースメントの一層の強化を図るととも

に、俊害対策と一体となった正規コンテンツの流通‘促進のための取組を

支援する。（外務省、経済産業省、総務省、文部科学省、財務省、農林水

産省）

・コンテンツ･侵害への対応の強化に資する著作権保護や違法コンテンツ流

通防止に向けた普及啓発活動を行うため、官民のアウトリーチ活動を積

械的に推進する。（文部科学省）

・侵害発生国における企業などの効果的な知的財産権保護を促進するため、

侵害発生国の知的財産制度の調査及び情報提供マ侵害コンテンツの流通

防止に向けた普及啓発などの取組を積極的に推進する。（経済産業省、文

部科学省、外務省）
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【課題】

・模倣品・海賊版対策の強化に向けて、効果的なエンフォースメントの方

法について検討するとともに、正規品が流通する環境整備を進めていく

ことが必要。例えば、国外におけるコンテンツ正規配信の普及促進に向

けた蛙盤整備が、違法コンテンツ対策の一環としても求められている。

【課題】

・模倣品・海賊版による被害は我が国利益の喪失につながることから、国

内外ともにこれを防止し、取り締まることが求められており、引き続き

９

＝ａＺ２Ｃ工 尋ＥＴＴＩ２ｒ

５万 産弓一目一一一一守 司一一一一ーマー

ユ､幻z９月２．$年1．月
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○知的財産に問う-る特別世論捌在の紬果概要

対象：会同の２０歳以上のｎ本ＩＴＩ鯖を有する樹．3,000人（有効回収率６２％）

実施期間：、F成２４年１０月－１FI～ｌ４ＦＩ(前向：平成２０年９月１１日～２１日）

‐i三なホインI、：

・模倣品・海賊版に関する国鴎の意識が尚まりつつあるものの、依然として半数近くがニセモ

ノ職人を雰認．（浩年層（20～29歳）において、ニセモノ附人麻認が多い．）

・インターネット上で個人による他人のコンテンツのアップロードを見聞きする機会は、増ﾉﾘ「

傾向。
・遮法ダウン画一ドの刑1総ij化に関する普及啓発活1mjは、一定の成果。など
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すとともに、アジアを始めとする諸外国に対し協定への理解・参加を促

す。（外務樹、経済産業省、文部科学省、農林水産宵、総務省、法務fl､、
財務省）

効果的な対応を検討･することが必要。

【取り組むべき施策】

・模倣品・海賊版の水際対策や違法な国内流通品の取締りを－屑強化する

ため、全国の税関・警察による集中取締りや、小口化・分散化する知財

侵害物品の輸入差止めに向けた権利者との一層の連携などを実施すると

ともに、ニセモノ購入を容認する意見が依然として根強い状況にかんが

み、国民の模倣品・海賊版に対する意識啓発を推進する。（財務省、警察

庁、経済産業省、文部科学省）

７．コンテンツ人財の育成

（１）クリエーターの裾野の拡大

【現状】

・小学校・中学校などにクリエーターを派遣するなど、クリエーターの裾

野拡大のための取組がなされているところ、日本のコンテンツ産業を維

持するため、将来のコンテンツ産業を支える子どもたちへの教育の必要

性が指摘されている。

○次代を１１１う1'･どもの文化芸術(|雌市業（文化11:）’'１

・2()'0ｲl痕から､小学校･‘'1学校等において流の文化紫術同ﾙドによる巡！"|公旗を↑Tい､又は；
小学校･‘峠校燃に以附家を派遇することによ''、吹代の文化のｲ日い手となる/･どもた市》のｉ
発想ﾉ｣やコミュニケーション能ﾉﾉの脊成を図り、将来の些術象の育成やl霜眠Iﾉ)豊術蝋寅能ﾉﾉ：
の伽1%につなげることをll的として実施”

・炎紙
２０１０年峻：約２．９００件、２０１１年唆：約３．４００件、２０１２年度：約３，５００件

（３）ＡＣＴＡの推進

【現状】

・偽造品の取引の防止に関する協定（ＡＣＴＡ）については、２０１２年

に我が国が最初の締約国となった。他の署名国は国内の締結手続きを進

めているところ、早期発効に向けた他国への働きかけ強化が求められて

いる。

8６ 8７

頂ACn6kとは､増大する模散品･海賊版による被誓に対し､より効果的に対処するための知的財産の執行に係る

新たな国際的な法的枠組み。

ｒＡｃｍにより､①模倣品等の輸出規制の強化､②デジﾀﾙ遍境下の違法な二次利用対策､③映画盗職･不正
ラベル対錐の強化等が期待される。

【課題】

・我が国コンテンツ産業の利益の確保のため、ＡＣＴＡの早期発効や参加

拡大に向けた具体的な取組について検討することが必要。

ACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)について
【課題】

・クリエーターの裾野拡大に向けて、子どもたちに対して文化芸術に触れ

る機会を増やすための効果的な施策について検討することが必衷。

【取り組むべき施策】

・クリエーターによる学校訪問、巡回公演やワークショップマ体験教室の

開催を通じて、子どもの頃からメディア芸術を含む様々な文化芸術を体

験することにより、子どもたちの発想力やコミュニケーション能力を養

い、将来のクリエーターの育成を図る。（文部科学省）

．新しい学習指導要領などに基づき、学校教育における創造活動、知財教

育及び情報モラル教育（情報社会で適正に活動するための基となる考え

方や態度を身につけるための教育）を実施する。（文部科学省）

・学校教育において、子どもたちに対する様々な学習・体験の機会の提供

や教職員の意識・脂導力向ｋなどを通して、クリエーターを含めた多様

なキャリア形成に共通して必要な能力や態度を身に付けさせることと併

せて、これらの育成を通じて価値観、とりわけ勤労観・職業観を自ら形

成・確立することができる子どもを育成するキャリア教育を推進する。

（文部科学省）

曲

【取り組むべき施策】

．ＡＣＴＡに関し、既署名国を中心とした他国に対して、ハイレベルを含

めた働きかけをより積極的に進めることにより、協定の早期発効を目指

一｜これまでの主な経舞

釦05年のG8グレン･イーグルズリﾐｯﾄにおいて､我がE1は.知的財蔵MW長智物品の拡散防止のための渋的除組み策定の必

到轄援用･

日米を含む11ｶ画-地域による交渉の結果､2010年10月のﾖ涼会合において大筋合憲し､201IJP１月に採呪．

これまでに､日本､永ー ｽﾄﾗﾘｱ､カナダ､ＥＵ及びＥＵ加盟22ｶ個､輔囚､メキシコ､モロッコ､ＮＺ､シンガポール､素圃が悪名．

2012年10月。我が回は八ｃｍを凝結（愚初の八ｃｍ純約図)。

他のACrm署名国は.それぞれ鐘誌に向けて国内手接きき証めているところ今

日

・
凸
日
日
一

叩出典：文化n：
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（２）若手クリエーターの育成

【現状】

・映画、アニメなどの分野において、若手クリエーターのコンテンツ制作

を支援する取組がなされているところ、人財育成のためには、現にもの

づくりに携わってる人財に対してインセンティブを付与することが重要

であるとの指摘がある。
P一一一■ローｰ●一ロヶー■－戸一一●面凸戸←p宇萌一■d凸一◆－－－Ｃａ●＝●ー。ー■いゆ■勺寺ｐ－｡●ロー寺やp‐●耳●４●●白や＝－－－句と勺一一一一一一｡ーご＝■＝■一句戸。－~■－－‐一一一宇一字画＝一一一■＝－＝－－一一画

○苫予映lIIIl作家育成ブロジェクl、（文化庁）!'’

・2006年喚力‘r'、芯．f映両作家に対して、ワークショッブや火際の映而制作幽体との短編映両制；
作を油して映iIiilill作(ﾊ技術やｳ《I|戯を科得する機会を提供することで、吹代を１，う人柵(j､育成を’
実施、

・過去のHill作例

平４|くり$職僻｢ljABlN｣(2007｛Ｉ独)(総Ijll1Llllコカルノ国際映M|』i祭LcopardsorToIno1･rowCompcULioni

部門で1:iII11&M1dl､ideOSUbLiLlilllu【''1．iZe(稀代HjMl別蹴)を受賞）

・ツミ紺（プロジェクト参加人数）

2006年股:８人、２００７年度:５人、２００８年腿５人、2009年喚:３人、２０１０年度、５人、２０１１年１
座屯人

○揃編ili1作プロジェクト（締済雌推間）’1６

・２０１０年嘆から、汁手映側クリエーターを苑鵬・育成し、花炎の場を提供する二とで、我が1ムト

コンテンツ雌業の洲野を紘大することをＦ１的として、蒋予映像クリエーターに短柵映像作品

の余面洲発力,ら映像llill作東でを↑'う機会を提供

・過去り〕ﾙﾘ作例

TI71lIflI半雛併「lLIlMM火|､のす~弓l~め」（2010年l典）（第１６凹徐IIILLl際映１曲i祭ShorLFilInsSpccial

lII〔､,,Linn柵I}l特別街を受賞）

・実紙（プロジェクト参加人数）

２０１０年度:１１人、２０１１年座:３人

○・皆予アニメーター等人材行成11．楽（文化庁），'‘

・２０ＩＯｉＩ:度から、将来")アニメーションを机う帯下アニメーター等の育成を図るた釣、制作段：

階でｽﾀｯﾌ:こ'''j:手人材を起用し､ｵﾝ･ザ･ジｮプ･ﾄﾚー ﾆﾝク（OJT)を組み込んだ実ｉ
際のアニメーシヨンIlill作現場における人材･育成を実施。

・爽錯ＷＩ修人数）

２０１０年唐:３３人．２０１１年度:２２人

Ｏメディア茨術人材育成芝援'W業（丈化ﾊ:）‘”

・2010年腿から次代のメディア裟附分野をｷﾛうケリエーーター、戦ｆ『音、研究者等の行成を促し、

卓,って我が'1;|のメディア些術水iILの向上と発展に賛することを、的とし、我がITIのメディア芸

術を椛進-j-るI篇１１(|《が尖施する人材育成小篭を支援．

・実績（採択件数）

２０１０年度：１３件、２０１１年度:１１件、２０１２年嘆：６件

※1『難例『｢(;アニカッブ､2012」：ｎ本、台湾、、，の各地域から選抜された肖剖iﾘ作、アニメ・

作1V,とI寸|休戦の形式で蝿う‘，インターネットを池した硯戦が可能であり、勝敗は審査、のボ
イン｜､の他、インターネット上の投票で判定二

:'1出典：映像旅災振典機陥（VIPO）ⅡＦ

ＩＩ２川典：Ｕ剛JAPAX1IP，経済亜巣省

(':‘州典：文化n：

''１出典：文化ﾊ:,ＣＧアニカッブI{１丁
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【課題】

・コンテンツの制作現場でものづくりへ携わっている人財に対するインセ

ンティブの付与などによって、より効果的な若手クリエーターの育成支

援を実施することが必要。

【取り組むべき施策】

・若手クリエーターの育成に向けて、ものづくりを含むコンテンツ制作現

場で創造・発信活動を進めている若手を対象とした表彰制度や、作品制

作及び発表機会を提供する。（文部科学省）

・遠隔地にいる多くの人による活用や交流を容易にするためにインターネ

ットを利用するなど､効果的なクリエーターの育成を支援する。（文部科

学省、総務省）

（３）グローバル人財の育成

【現状】

・プロデューサー・クリエーターの留学・海外研修支援のほか、グローバ

ル化などに対応した人財を養成するための学習システムの某無整備のた

めの取組が実施されているものの、未だ、国際的なコンテンツ制作を担

うことのできる人財の不足が指摘されている。

○プロデューサーの留学等父援（経済産業省）:編

・２０１０年度から、コンテンツ康業のI雫I際展開及び阿際共Ｍ製作を推進し、「国際コンテンツ

ビジネスプロデューサー」の育成を'1指し、世界股高水準のプロデューサーニースを有す；

る米刷フイルムスクール（大学院）への留学支援を実施。

・実績（留学支援者数）２０１０年度:１人、２０１１年度:４人、2012年度:３人

○クリエーター等の海外研修支援（文化庁）９５

・1967年から、クリエークー・プロデューサーを含む各分野の若手芸術家に海外で実践的な：
研修に徒lfする機会を提供し、研修する際の渡航聾・滞在費を支援。

・過去の派遣村例：諏訪敷彦（2002年度）

※主な聡督作品「不定全なふたり」（2005年）（第58回ロカルノ国際映画祭コンペテイシ；

ヨン部門群査貝特別賞及び国際銭術映画評論述盟賞受賞）

○成長分野における中核的人材錐成の戦略的推進事業（文部科学省）’７

・産業界等のニーズを踏まえた中核的専門人材養成を戦略的に推進していく観点から、各成長；

分野における人.{:ｲ．蕊成に係る取組を先導する広域的な産学官＝ンソーシアムを組識化し、中：

核的聯門人付護成のための新たな学智システムの坐礁を盤備のための取組を実施。

・本事業の対象分野は、環境・エネルギー、医療・禰祉・健康、ｌＴ（クラウド、ゲーム．CG等)、：

食・股林水産．

"出典：経済産業省

$】【州典：文化庁

!〕7出典：文化庁

クリエイティブ（デザイン・ファッション鋒） 観光等

8９



【課題】

・海外展開を視野に入れた作品を製作することのできるクリエーターやプ

ロデューサーの育成が必要。

【取り組むべき施策】

・留学・海外研修や海外のクリエーター・プロデューサーとの交流を通し

て、海外でのコンテンツ製作の技能・知識を習得させるとともに、国際

的な感覚を身に付ける機会を設け、国際的に通用するクリエーター・プ

ロデューサーを育成する。（文部科学省、経済産業省）

・専修学校､大学及び業界団体による産学連携コンソーシアムを活用して、

グローバルに活躍するクリエーター・プロデューサーの育成強化を図る°

（文部科･学省）

（４）コンテンツ制作現場の環境の改善

【現状】

・クリエーターに対･する利益の還元が適正でなく寸優れたクリエーターの

育成・確保に向けた取組の必要'性が指摘されている。

○アニメーターの制作蝋境洲

聯菰別年収（単位:万円）

職種

監督

演出

総作両監将

作画監撚

原画

動画

年収

‘15'1.5

495.0

513.1

399.5

232‘５

105.9

Ｉド代別年収叫竹：〃円】

年代 年収

７０才代 ３０．０

６０才代 ｡１９１．５

５０才代 413.7

10才代 ‘1０１．２

３０才代 213.9

20.ｹ代 110..1

【課題】

．優れたクリエーターの確保のため、若手クリエーターの処遇改善、利益

の適切な還元について、検討･を進めることが必要である。

99出典：（一社）Ｒ本アニメーター・淡出協会（JAnicA）2008年度アニメーター実態iiMl査

９０

【取り組むべき施策】

・コンテンツ制作現場に適正にビジネス活動の利益が還元される環境を整
備し、取引の適正化を図るため、独占禁止法及び下請代金支払遅延等防

止法を厳正に運用するとともに、クリエーターの就労環境の改善向上の

重要性にもかんがみ、取引適正化のため、クリエーターの携わる製作取
引適正化に関するガイドラインの普及啓発を進める。（公正取引委員会、

経済産業省、総務省）

9１
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